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本WGの趣旨

⚫ 近年、グローバル化の進展、「循環経済」（サーキュラーエコノミー）への世界的進行、情報通信技術・デジタル技術の急速な

発展等を背景に、知的財産、契約交渉、人権問題等のファッション産業に関連する法領域の総称を示すファッションローに係る議

論が活発化しつつある。

⚫ 人の生み出す創作物は、思想や感情等を背景に、多大な人的・金銭的コストを投じて生み出されるものであり、他者が断りなく模

倣等により利益を得ることは許容されるものではない。しかしながら、ファッションは、既存のデザイン等から着想を得ることで、新たな価

値や流行を生む側面もあり、模倣等に対する問題認識や対策は、必ずしも他の産業に比べ十分に取り組まれていないとの指摘

もある。

⚫ また、メタバース上のファッションやNFTの活用など、デジタル領域にもその市場を広げるファッション産業の潮流や、近年の価値観の

多様化に伴って、環境問題や人権問題、サステナビリティへの配慮が求められるなど、創作活動や契約交渉等の複雑化も指摘さ

れている。

⚫ このように、従来の法的問題に加え、明確な基準のない諸問題への対応の難しさが課題とされる中、今後、国内のファッションブラ

ンドがその創造力を最大限に発揮し、国内だけでなく、デジタル市場や海外市場等の新領域においても発展していくためには、グ

ローバルなファッションビジネスにおいて求められる基準を適確に示していくことが必要。

⚫ 本WGでは、ファッション産業に関わる個人・事業者が、国内外で不当に不利益を被ることなく、健全な発展を目指すことができるよ

う、法的論点等の整理、行動指針となるガイドラインの策定等を目的として、ファッションローに係る幅広い検討を行う。

⚫ ファッション産業に関わる個人・事業者が、国内外で不当に不利益を被ることなく、健全
な発展を目指すことができるよう、法的論点等の整理及び行動指針となるガイドライン
の策定を目的として、ファッションローに係る幅広い検討を行う。
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⚫ 2000年代以降、デザイン・ブランドの模倣が容易な環境へと変化し、それを取り締まる
動きが強化される中で、ファッションローの議論が活発化。

ファッションローに係る議論の活発化

（出典）Fashion HR 「ファッション・ローはなぜ生まれたか？」 2018年２月９日（https://fashion-hr.com/hr-talks/working in fashion/fashion a-z/17209/）、
角田正芳・関真也著 『ファッションロー』（勁草書房、2017年）をもとにRoland Berger作成。

模倣しやすい環境への変化 模倣を取り締まる動きの変化

テクノロジーの進歩
• 2000年代以降のIT技術の発展、画像のデジタル化やイン

ターネットの普及によって、デザインの模倣が容易に。

• ファッションショー等がオンタイム配信され、配信されたデザイン
を撮影し画像データを工場に送付するだけで、模倣デザイン
の製品製造が可能に。

模倣に対する消費者・世論の変化
• 情報が広まりやすくなったことで、模倣商品がグローバルで

発見されやすくなり、問題化することが増加。

• 文化の盗用など、明文化された基準がなくても、倫理上の問
題として批判を受ける事例も増加。

ファストファッションの台頭
• 短期間で企画～販売のサイクルを回し、数週間での商品化

を可能とするファストファッションが登場。

• ランウェイで見たデザインを模倣して素早く店頭に並べるなど、
ファストファッションによるデザイン模倣も多く指摘されている。

ラグジュアリー・コングロマリットの拡大
• ラグジュアリーブランドを中心にコングロマリット化が進行し、

自社のデザイン・ブランドを保護する動きが活発化。

• Louis Vuittonを中心としたLVMHの他、Richemontや
Keringといったグループ単位での企業の力が増大。
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⚫ 商標登録には、特許庁への出願と審査通過が必要。通常、審査開始までに半年前
後、その後、登録までに１～２か月程度を要する。

商標登録
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商標出願の手続 商標登録に掛かる期間

⚫ 特許庁への出願書類の提出により手続が開始。

⚫ 特許庁が出願された商標が登録に必要な要件を備えている
か審査を実施。

商
標
登
録
出
願

方
式
審
査

実
体
審
査 登

録
査
定

設
定
登
録

拒
絶
査
定

登録まで
の期間

⚫ 審査開始後、通常は１～２か月で登録が
可能。

⚫ ただし、特許庁から拒絶理由通知が来た場
合には、別途対応が必要となり、さらに時間
を要する。

⚫ 通常、出願から審査開始までには半年前後
を要する。

⚫ 各種条件を満たせば、早期審査（申請から
約２か月）制度の活用により、審査までの
期間を短縮することも可能。

審査開始
までの
期間

１）審査により登録できない理由が発見された場合、拒絶理由が通知される（拒絶理由通知）。それに対し、出願人は意見を述べたり（意見書の提出）、
指定商品・指定役務を補正（手続補正書の提出）することで拒絶理由を解消できることがある。

登
録
料
納
付

１）

®マーク／
TMマーク

⚫ 「®マーク」や「TMマーク」は、商標法に基づく
商標登録表示ではないものの、一般的には
商標登録された商標には「®マーク」 を使用
し、未出願や出願中の商標にはTMマークを
付すことが多い。

事前調査 ⚫ 商標登録では、原則として先に出願した人が
優先されるため、自社商標の登録の際には、
事前に既存の出願・登録商標の確認が必要。

⚫ 既存出願・登録商標の確認には、特許情報
プラットフォーム（J-PlatPat）の活用が有効。

（出典）特許庁『2022年度知的財産権制度入門テキスト』、
特許庁「商標制度に関するよくある質問」（https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/shouhyou seido faq.html）をもとにRoland Berger作成。
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ブランド立ち上げに際しての留意点

⚫ 新規のブランドを立ち上げてブランド名を商標出願する際には、そのブランド名の識別力
の有無や、他人の先行出願・登録の有無、権利範囲等について留意が必要。

商標登録において留意すべき事項

他人の氏名を
含む商標２）

識別力の有無 商品・役務を区別することができないものは、
商標登録が難しい。

⚫簡単すぎる語や品番と誤認されるような単語

⚫その商品で一般的な名称、その商品の色・
素材・品質を意味するような単語

（例：りんごの商標として「Apple」は取得
できないが、コンピューターの商標としては取
得可能性有り）

※一方で、ロゴ化したりイラストを付すことで上記におい
ても商標取得が可能な場合も存在１）。

他人の氏名を含む商標は、当該他人の承
諾がない限り登録することができない。

⚫同姓同名がインターネット検索で表示され
る場合

※ただし、特許庁において、他人の氏名を含む商標
登録要件の緩和に関する議論が行われている。

権利範囲

先行出願・
登録状況

商標登録は先願主義のため、他人の先行出願
や既存の登録商標がないかの確認が重要。

⚫商標の事前調査では、専門家への依頼に加え、
J-PlatPat等の利用も有効。

商標の権利範囲を、45に分けられた商品・サー
ビス区分から選択して指定。

⚫商標の権利範囲は、登録時に選択する商品・
サービス区分により決定されるため、自社商品、
今後の事業展開に応じて適切に選択。

ファッション領域での選択区分例

（出典）特許庁「商標制度に関するよくある質問」（https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/shouhyou seido faq.html）、
特許庁「第９回 産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会」資料３「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」もとにRoland Berger作成。

１）例として登録商標第5964046号。

第3類

第9類

第14類

第18類

第25類

第26類

第35類

： 化粧品、香水等

： 眼鏡、スマホケース等

： 貴金属、指輪、時計等

： かばん類、傘、ステッキ等

： 被服、履物等

： 衣服用バッジ、ブローチ等

： 店舗名、ECサイト名等



⚫ 使用するロゴが確定している場合には、ロゴでの商標登録を検討。ロゴが未確定の場合
にも、標準文字での登録が可能。

商標の登録方法 –標準文字制度の活用
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標準文字制度の概要

文字のみで構成される商標のうち、特許
庁が定めた文字書体によるものを商標と
して公表し、登録する制度。

標準文字例１） ロゴ文字例２）

⚫ 2段以上の構成。

⚫ 色彩を使用。

⚫ 半角文字を使用
等。

⚫ 特許庁が定めた文
字書体。

取消
請求
概要

ロゴで商標登録をすると、登録したロゴと使用するロゴが一致しない場
合に、登録が取消しとなるリスクがある。

標準文字で登録した場合は、同様の取消しリスクが比較的低い。

審決

登録商標と社会通念上同一と判
断された審決例３）

登録商標と社会通念上同一で
はないと判断された審決例４）

⚫ 要証期間内に使用されているロゴは
登録商標と社会通念上同一とは認
められず、商標登録を取り消し。

⚫ 要証期間内に使用されている
ロゴは登録商標（標準文字商標）
と社会通念上同一のものであり、取
消請求は棄却（登録維持）。

⚫ 商標登録されていたロゴが要証期間
に使用されていないとして、商標取消
を請求。

⚫ 標準文字商標として登録されている
商標（「スマート介護」）が要証期間
内に利用されていないとして、商標取
消を請求。

標準文字による商標登録のメリット

（出典）特許庁「商標法第5条第3項に規定する標準文字について」
（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/syouhyou 5 3.html）をもとにRoland Berger作成。

１）登録商標第4372553号、２）登録商標第5308263/01、
３）登録商標第5711249号（取消2018－300105）、４）登録商標第5700061号（取消2018－300874）。

商標 登録商標 使用商標 登録商標 使用商標







提訴日
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リメイクやアップサイクルにおける留意点

⚫ 近年、サステナビリティへの意識の高まりなどを背景に、リメイクやアップサイクル品の生産・
販売も活発化しているが、商標権を含む第三者の権利侵害には注意が必要。

アップサイクルによる訴訟例リメイク・アップサイクルでの留意点

（出典）THE FASHION LAW「Chanel Settles Upcycling Suit Over Jewelry Made From Logo-Bearing Buttons」 2022年11月18日
（https://www.thefashionlaw.com/chanel-settles-upcycling-suit-over-jewelry-made-from-logo-bearing-buttons/）、
THE FASHION LAW「Louis Vuitton, Sandra Ling Wind Down Trademark Suit Amid Rise in Upcycling Cases」 2022年11月７日
（https://www.thefashionlaw.com/louis-vuitton-sandra-ling-settle-trademark-suit-amid-rise-in-upcycling-cases/）をもとにRoland Berger作成。

第三者の知的財産権を侵害してしまわないよう、特に
以下の点に留意が必要。

商標権

意匠権 ⚫ 同一・類似商品へのリメイクでは、特に部分意
匠の侵害リスクに留意。

⚫ タグやロゴマーク等、元のブランドが分かる関連部
品を使用すると商標権侵害となるのおそれがある。

部分
意匠例

実線箇所１） ピンク以外の箇所２）

提訴日 ⚫ 2021年2月12日
（事件番号：1:2021cv01277）

⚫ シャネル（原告）は、Shiver + Duke（被告）に
対して、シャネルのロゴが入った同社製品のボタンから、
ジュエリーを生産して販売する行為が、商標権侵害等
に当たるとしてニューヨーク州連邦裁判所に提訴。

⚫ 最終的に両社は和解に至ったものの、シャネルのロゴ入
りジュエリーは被告のWebサイトから全て削除された。

⚫ 2021年2月2日
（事件番号：4:2021cv00352）

⚫ ルイ・ヴィトン（原告）は、Sandra Ling Designs及
びMs.Ling（被告）に対して、ルイ・ヴィトンの製品を
分解・解体し、装飾品を加えて加工したアパレル、ハン
ドバッグ等を生産・販売する行為が、商標権侵害等に
当たるとしてテキサス州連邦裁判所に提訴。

⚫ 裁判所は、被告が故意に原告の商標を利用して商標
侵害を行ったと判断し、被告の商品の販売差止めと
60万ドル超の損害賠償を認めた。

概要

概要

⚫ イラストや生地の柄は著作権が発生している可
能性が高いため、それらの使用には留意が必要。

著作権

１）登録意匠第1709581号、２）登録意匠第1416068号。
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⚫ 不正競争防止法第２条第１項第３号の形態模倣規制により、日本国内で最初に販
売された日から３年間はデッドコピーからデザインを保護することが可能。

第２条第１項第３号の概要 第２条第１項第３号における留意点

内容 ⚫ 他人の商品の形態を模倣した商品を
譲渡等する行為を規制。

保護対象 ⚫ 商品の内部及び外部の形状、形状に
結合した模様、色彩、光沢、質感など
の商品の形態（第２条第４項）。

登録要否 ⚫ 登録不要

保護期間 ⚫ 国内で最初に発売された日から３年
間（第19条第１項第５号イ）。

⚫ ただし、裁判例１）では、一般販売時
ではなく、展示会への出展時から３年
間と判断された例も存在。

⚫ 保護を求めるもの自身が模倣者であると考えられる場合には、
第２条第１項第３号によって保護されない。

⚫ 製造は行わず、商品の仕入・販売のみを行う事業者について
は、当該事業者が、自社が仕入・販売する商品が模倣品で
あると知らず、かつ重要な過失がなかったといえる場合には、責
任追及はできない。

保護を求める者自身が模倣者である場合

30（出典）経済産業省『不正競争防止法テキスト』をもとにRoland Berger作成。

１）知財公判平成28年（ネ）第10018号、２）東京地判平成13年（ワ）第27144号、３）東京地判平成12年（ワ）第26971号。

仕入・販売業者が善意無重過失の場合

原告の商品の特徴的形態
がGucciの財布等と共通し
ているとして、保護を否定。

原告の商品自体が、エルメ
スのバーキンに酷似してい
るとして、保護を否定。

判決

原告
商品

原告 株式会社シムリー２）
イースタン・リアル・エステイト
株式会社３）

不正競争防止法第２条第１項第３号によるデザイン保護



⚫ シンプルなデザインの場合、類似性が非常に高くない限り、模倣とは判断されにくい（①②）。
一方で、装飾要素の多いデザインや複数模倣の場合には、権利侵害が認められやすい
（③④⑤）。
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判決時期

先行品例

後行品例

１）東京地判平成28年（ワ）第35026号、
２）東京地判平成16年（ワ）第12723号、知財高判平成17年（ネ）第10088号、
３）東京地判平成18年（ワ）第3772号、知財高判平成19年（ネ）第10063号、
４）大阪地判平成27年（ワ）第9648号、５）東京地判平成27年（ワ）第36405号、知財高判平成30年（ネ）第10058号。

⑤2019年２月14日５）④2017年１月19日４）①2018年８月30日１）

模倣と判断
判決

模倣と判断模倣と判断模倣と判断模倣ではないと判断

②2005年11月10日２） ③2008年１月17日３）

不正競争防止法第２条第１項第３号によるデザイン保護の例



⚫ 権利としてデザインを保護したい場合には、意匠権の取得により出願後25年間の保護
が可能。

意匠法によるデザイン保護
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意匠権の保護対象及び範囲 意匠権の取得における留意点

⚫ 形態が同一又は類似で、かつ、物品に同一又は類
似性があれば、意匠権によって保護され得る。

対象

範囲

⚫ 部品の形状、模様、色彩又は視覚を通じて美感を
起こさせるもの（意匠法２条１項）。

⚫ 工業上利用可能な、プロダクトデザインを保護。

⚫ 2019年の意匠法改正に伴い、物品に記録・表示
されていない画像や建築物等も保護対象に追加。

同一
（例：盛り皿）

物品

類似
（例：どんぶり）

非類似
（例：花瓶）

類似の
意匠

類似の
意匠

類似の
意匠

非類似の
意匠

非類似の
意匠

非類似の
意匠

非類似の
意匠

非類似の
意匠

同一の
意匠同一

類似

非類似

形
態

意匠権の効力範囲

意匠権を取得するためには、出願時点でその意匠が新
規なものであることが必要。

新規性喪失
の例外規定

新規性 ⚫ 意匠権取得には、出願時点でその意匠
が新規性を有する必要があるため、原則
として、対外公表前の出願が必要。

⚫ 公開後１年以内であれば、一定の要件
を満たせば新規性喪失の例外規定（意
匠法第４条第２項）が適用可能であり、
意匠権の取得が可能となる。

⚫ ただし、ファッション関連製品は、公開の
機会も多く、サンプルから製品化（出
願）までにデザイン変更を行うことも少な
くない。例外適用の活用が難しいケースも
多いため、可能な限り公表前の出願が望
ましい。

（出典）特許庁『2022年度知的財産権制度入門テキスト』、
特許庁「意匠制度の概要」（https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/torokugaiyo/index.html）をもとにRoland Berger作成。



デザインのブランド化によるデザイン保護の例

⚫ デザインのみによって特定のブランドと識別できるほどの有名なデザインは、不正競争防止
法第２条第１項第１号・２号又は商標権１）による保護が受けられる可能性も存在。
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１）商標権による保護は商標登録が必要、２）東京地判平成29年（ワ）第31572号、３）東京地判平成25年（ワ）第31446号、
４）東京地判平成31年（ワ）第9997号、知財高判令和２年（ネ）第10040号。

判決時期

真正品例

模倣品例

商標登録第5438059号

（出典）
株式会社イッセイミヤケ 「BAO BAO ISSEY MIYAKEに関する勝訴判決について」 2019年６月18日
（https://d2pzt1r4f58oxy.cloudfront.net/uploads/tmg block page image/file/11537/BAO BAO ISSEY MIYAKE%E3%81%AB%E9%96%A2%E
3%81%99%E3%82%8B%E5%8B%9D%E8%A8%B4%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf）
をもとにRoland Berger作成。

2019年６月18日２） 2014年５月21日３） 2020年12年17日４）

不正競争防止法第２条第１項
第１号により保護された例 商標権により保護された例



著作権によるデザイン保護の例

⚫ 写真やイラスト等は著作権により保護される可能性が高いものの、刺繍では著作権によ
る保護が否定された例も存在。

⚫ 著作権は、そのデザイナーの死後70年などと長期間権利が保護されるため、古いイラス
ト等の利用にも注意が必要。
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１）東京地判平成17年（ワ）第313号、２）大阪地判平成28年（ワ）第8552号、３）大阪地判平成27年（ワ）第9648号。

判決時期 2017年１月19日３）2019年４月18日２）2005年７月20日１）

先行品例

後行品例

著作権侵害と判断
判決

著作権侵害ではないと判断著作権侵害と判断
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国際裁判管轄と準拠法

（出典）経済産業省 「第19回 産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会」
資料４「渉外事案に係る国際裁判管轄及び不正競争防止法の適用範囲に関する規定整備」をもとにRoland Berger作成。

⚫ 海外ブランドからのデザイン模倣に対する法的措置については、国際裁判管轄と準拠法
の整理が重要。

国際裁判管轄と準拠法 日本法の適用が可能となるケース

海外ブランドが日本国内で
模倣品を販売

海外のブランドが日本に模倣品を持ち込ん
で販売している場合には、原則として日本
の裁判管轄、日本の準拠法の適応が可能。

ECを通じて日本の需要者向けに
模倣品を販売

海外のECサイトであっても、日本語で記載
されているなど、日本の需要者に向けて販
売されていると考えられる場合には、日本
の裁判管轄、日本の準拠法が認められる
可能性が高い。

海外ブランドからデザインを模倣された場合、模倣商品がどこ
でどのように販売されているかを確認し、国際裁判管轄と準拠
法を整理することが重要。

⚫ 国際的な紛争が発生した際に、その紛争をどこの裁
判所が取り扱うことができるかを示すもの。

⚫ 例えば、不正競争に関する事案については、「加害
行為地」又は「結果発生地」のいずれかが日本の場
合、日本で裁判を行うことが可能（民事訴訟法第
３条の３第８号）。

⚫ 国際的な紛争において、適用される法律のことをいう。

⚫ 知的財産権の効力等は成立した国の法律によって
定められ、その効力は当該国の領域内にのみ認めら
れるため（属地主義）、差止請求については登録
国の法律による。

⚫ 意匠権等に基づく損賠賠償請求や不正競争に関
する事案については、「結果発生地」の法律が適用
される（法の適用に関する通則法第17条）。

国際裁判
管轄

準拠法１）
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輸入差止申立制度

（出典）税関「差止申立制度等の概要」（https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b 001.htm）、
税関「知的財産侵害物差止申立制度とは」 （https://www.customs.go.jp/mizugiwa/content/202208nisemonodeokomari naka.pdf）、
税関「模倣品の水際取締り強化！」（https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d 010/index.html）をもとにRoland Berger作成。

⚫ 模倣品が海外から日本に輸入されている場合には、税関の輸入差止申立制度の活用
も有効。

輸
入
差
止
申
立
書
の
提
出

受
付
・
審
査

申
立
て
の
受
理

認
定
手
続
開
始

侵
害
品

認
定

非
該
当

認
定

没
収
等

通
関

通常約1か月

⚫ 申立者は、権利が有効であることを示す資料、侵害の事実を
疎明するための資料、新製品と侵害品とを区別するための資料
などを提出。

⚫ 申立ての有効期間は最長４年間で、延長も可能。

輸入差止申立制度の留意点輸入差止申立制度概要

知的財産（意匠権、商標権等）の権利者が、自身の権利を侵
害する貨物が輸入されようとする場合に、税関に対して、当該貨物
の輸入差止めを申し立てる制度。

不正競争
防止法

意匠法／
商標法

⚫ 従来、個人使用目的の輸入については税
関による輸入差止めが困難であったが、商
標法、意匠法、関税法の改正（2022
年10月施行）により、個人使用目的の
輸入でも海外事業者から輸入する場合に
は差止めが可能となった。

⚫ 商標権や意匠権が無い場合にも、不正
競争防止法第２条第１項第１号～第
３号などの適用により差止めが可能な場
合も存在。

⚫ ただし、不正競争防止法を適用する場合
には、権利性有無の確認の手続を要し、
差止めまでに時間がかかる場合があるため、
早めの対応が必要。
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外国法での対応

⚫ 海外需要者に向けて、海外で模倣品が販売されている場合は、原則として外国法での
対応となる。国・地域ごとに法令等が異なるため、個別の対応が必要。

有り ⚫ 当該国・地域において商標権や意匠権等の
登録がある場合には、当該国・地域の法令
に基づき差止めや損害賠償請求などを実施。

⚫ 意匠法、商標法、著作権法については、諸
外国でも日本と同等の制度が整備されてい
ることが多いものの、詳細内容には差異があ
るため、それぞれ個別の対応が必要。

外国法の適用となるケース 対応方法

知的財産法では、属地主義の原則から、海外需要者の
みに向けて、海外で模倣品が販売されている場合には、
外国法での対応が原則。

⚫ 模倣品を発見した際の民事的対応は、警告書の送付や任意
交渉等を経て、解決しない場合に訴訟提起となることが多い。

⚫ それぞれの国・地域で法令や状況が異なるため、行政的・刑事
的対応を含め、最終的には個別具体的な対応が必要。

警告書の送付
※ECサイトの場合は、警告書と

並行してテイクダウンの対応も検討
任意交渉

訴訟
提起等

⚫ 中国においては、民事訴訟や刑事告発よりも、行政的措置
の方が対応が早いことも多い。損害賠償請求はできないもの
の、早期の差止めを目指す場合には有効。

⚫ 販売元・製造元等が判明しない場合には、現地調査会社等、
専門の調査機関を活用することも有用。

模倣品を発見した場合の対応Step例
知
的
財
産
権
の
登
録

無し ⚫ 当該国・地域において日本の不正競争法に
相応する法律がある場合には、活用を検討。

⚫ ただし、不正競争防止法のデッドコピー規制
に該当する規定を持つ国・地域は、EU諸国
や韓国等、限定的。

（出典）特許庁・JETRO・IP FORWARD「中小企業のための海外模倣品・侵害対策セミナー」 『中国での模倣品・侵害対策について』
（https://www.jetro.go.jp/ext images/biz/seminar/2021/dba6eacfc7788d2d/20210806 1.pdf）、
日本弁理士会東海支部「知的財産権の権利活用～警告から提訴まで」（https://www.juju-law.jp/wp-content/uploads/2012/09/20110227.pdf）
をもとにRoland Berger作成。
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⚫ 海外ブランドからのデザイン模倣を防ぐ上では、各国・地域での権利登録、実効性のあ
る契約書の作成、Webサイトでの注意喚起等が有効。

海外ブランドによるデザイン模倣の回避

海外からのデザイン模倣を回避するための対策例

計画

販売

製造

Webサイト等での注意喚起
• 事前に十分な確認を行った上で１）、自社の模倣品の販売が確認された場合には、自社

のWebサイト等で模倣品が販売されていることの注意喚起を実施。

１）ある商品が模倣品であると提示したものの、実際には当該商品は権利侵害にはあたらないと判断された場合には、虚偽の事実を告知・流布し、当該商品の販売元の信用を
毀損するものとして、不正競争防止法違反に当たる可能性があるため、掲載に当たっては事前に十分な確認が必要。

模倣され得る国・地域の特定
• 自社商品の模倣品が製造又は販売され得る国・地域の特定。
• 製造国と販売国が異なる場合、特に製造国が特定できれば、製造行為の差止めや、当

該国からの輸出の際に水際での差止めができる可能性がある。

権利登録
• 上記の国・地域での意匠権、商標権、著作権等の登録を検討。
• 全ての商品／国・地域での権利登録は現実的ではないため、それぞれのデザインの性質、

重要性を踏まえて、権利登録の要否を検討。

実効性のある契約書の作成
• 海外の製造工場からの情報流出を端に模倣商品が製造されることも多いため、こうした情

報流出や盗用を禁止する項目等を記載した実効性のある契約書を作成。
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